
 

 資料３  

議事の運営について（案） 

 

 

 産業構造審議会 製造産業分科会 繊維産業⼩委員会の議事の運営については、以下

のとおりとする。 

 

 

１．本⼩委員会は、原則として公開する。 

２．配布資料は、原則として公開する。 

３．議事要旨については、原則として⼩委員会終了後速やかに作成し、公開する。 

４．個別の事情に応じて、会議または資料を⾮公開にするかどうかについての判断は、

⼩委員⻑に⼀任するものとする。 


